
資料２５  

地下鉄名港線六番町駅 視察ルート 

：名古屋市熱田区四番一丁目１０番１２号 

 

 

 

  

 駅位置図 
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工業研究所 
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④ 旅客トイレ

換気機械室
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※    視察ルート 

至 金山駅方面

至 名古屋港駅方面

ＥＶ

階段、ＥＳ

階段、ＥＳ

ＥＶ 

階段、ＥＳ 

階段、ＥＳ 

③ １番線ホーム 

② ２番線ホーム 

地下２階平面図

地下鉄名港線六番町駅 視察ルート（駅構内図）

地下 1 階平面図

視察順路 

１番出入口より駅構内へ 

① 換気機械室前 

↓ 

② ２番線ホーム 

↓ 

③ １番線ホーム 

↓ 

④ 旅客トイレ 

↓ 

⑤ 換気洞道 

↓ 

１番出入口より地上へ 

↓ 

⑥ 換気塔 ① 換気機械室前 

⑥ 換気塔 

ＩＮ 

ＯＵＴ ⑤ 換気洞道 



資料２６  

湿潤化剤含有調査（追加調査） 
 

調査概要 

平成２６年３月１１日に実施した湿潤化剤含有調査（第２回検討会報

告資料１６）の追加調査として、湿潤化が行われていないとされる場

所（換気機械室内柱）より採取した試料の成分分析を行ない、湿潤化

が行われたとされる場所から採取した試料の成分と比較するもの。 

委託件名 六番町駅石綿含有吹付け材含有成分分析調査業務委託その２ 

分析受託者 (株)大同分析リサーチ 

 

試料採取者 (一財)東海技術センター 採取日：平成２６年９月２１日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



追加調査結果 

 

湿潤化が行われていないとされる場所から採取した試料は、湿潤化が行われたとされ

る場所から採取した試料と概ね同様の成分で構成されていた。 

同様に、アクリル酸ブチルが含まれ、湿潤化剤（アスシール Si3）の成分であるアク

リル酸メチルヘプチルは含まれていなかった。 

 

アクリル酸メチルヘプチルは室温状態では揮発しないこと、また、アクリル酸メチル

へプチルが加水分解した場合に発生するアクリル酸が残存していないことから、あらた

めて、湿潤化は行われていないと推定する。 

 

１ 試料の含有成分比較表 

 

試料名 採取日 採取位置 

含有の有無 

アクリル酸

ブチル 

（430Pa) 

アクリル酸 

メチルヘプチル 

（ ※ ） 

アクリル酸

 

（413Pa) 

石綿含有 

吹付け材① 平成26年

3 月 11 日

湿潤化 

実施場所 

有 無 無 

石綿含有 

吹付け材② 
有 無 無 

石綿含有 

吹付け材③ 平成26年

9 月 21 日

湿潤化 

未実施場所

有 無 無 

石綿含有 

吹付け材④ 
有 無 無 

アスシール Si3 － － 無 有 無 

 

（ ）内は蒸気圧（20℃）を示す。因みに水の蒸気圧は 2,339Pa（20℃）である。 

（化学物質総合情報システム（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）より） 

 

※ アクリル酸ブチル及びアクリル酸の蒸気圧は、水の蒸気圧より数値相当に低い

ことから、室温状態では、半年程度で揮発して無くなるようなことはない。 

アクリル酸メチルヘプチルについては蒸気圧の数値情報はないが、前回のガス

クロマトグラフィー質量分析において、アクリル酸ブチルより発現までの保持

時間が長かったことから、更に揮発しにくいものであることが確認されている。 

（アクリル酸ブチル 11.8 分に対し 18.2 分） 

 

参考 蒸気圧 

一定温度で液体又は固体と平衡状態にある蒸気の圧力、つまり飽和蒸気圧を指す。 

純物質では、物質の種類と温度によって決まる。（三省堂 大辞林より） 

 

 

 

  



 ２ アクリル酸メチルヘプチルの化学変化 

１）加水分解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 加水分解した場合にはアクリル酸が生成されるが、試料からアクリル酸は同定

されなかった。 

 

２）熱分解 

アクリル酸メチルヘプチルの重合体(分子が多数結合したもの)が分解され、少数

の分子が結合したもの（二量体、三量体等短く切断されたもの)に分解される。 
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３）アクリル酸メチルヘプチルからアクリル酸ブチルへの変化 

アクリル酸メチルヘプチルからアクリル酸ブチルができるためには①の部分で切

れる必要があるが、この変化は考え難い。 
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資料２７  

工事施工状況 

 

１ 湿潤化剤の使用量 

 

湿潤化処理面積 単位面積当たり所要量 適正使用量 

１７２㎡ ２.７５kg/㎡ ４７３㎏（３２缶） 

 

湿潤化処理面積 ： 工事受注者より湿潤化が行われたと報告があった面積 

湿潤化剤所要量 ： 受注者の施工計画書による所要量（吹付け材厚 ２５mm） 

<参考> アスシール除去工法標準所要量 

２.２～２.５kg/㎡（吹付け厚 ２０mm） 

湿潤化剤 荷姿 ： １５kg/缶 

※ 受注者からは使用量の質疑に対し、６～７缶使用したと平成 26 年 3 月 27 日付

で回答を受けている。 

 

 

２ 作業場内の換気量 

 

受注者の施工計画書と、平成２６年３月２１日の調査時に実測した排気口の風速か

ら換気量を比較した。 

所要の換気量の４割程度であったと推定される。 

 

時間当たり換気量（ｍ３/ｈ） 
施工計画 実  測 

９，９００ ３,８１５ 

 

施工計画：集じん・排気装置の装置能力５５ｍ３/分×３台×６０分 

     換気機械室内気積２,２５７ｍ３の時間当たり４回換気に対応したもの。 

実  測：排気ダクト（直径３０cm）の排気口での風速１５ｍ/Sec から算定。 

（0.07065 ㎡×15ｍ/sec×3600sec/h＝3,815ｍ3/h） 

 

 

 

 

  



参考 １ 風速の測定位置 

 

測 定 日 平成２６年３月２１日 

測 定 者 （株）マルコオ・ポーロ化工 

測 定 値 １５ｍ/sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

風速測定か所 

排気ダクト排出口 

測定状況 測定値 



  参考２ 湿潤化剤の標準使用量（メーカー施工仕様書より抜粋） 

 
 

 



 資料２８  
事故発生時のアスベスト繊維数分析 

 

                              分析機関：名古屋市環境科学調査センター 

 

 



 資料２９  
 

※第２回 資料２２ を一部修正 
                                                              

総繊維数濃度・アスベスト濃度測定結果一覧 

 

 

 

                            

駅長室付近平面図 

         
                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 



 資料２９  
 

※第２回 資料２２ を一部修正 

総繊維数濃度・アスベスト濃度測定結果一覧                             

 
 

欄中の数値はアスベスト濃度を示す。但し（ ）内は総繊維数濃度を示す。 
は、アスベスト濃度の分析を実施したものを示す。 

単位（本／Ｌ）   

事 項 

測定値等 
測定者 
※４ 

検出下限値 

負圧装

置稼働

帯※３ 

１番 
ホーム 

２番 
ホーム 

換気塔 1 番

通路 
北コ

ンコ

ース 

北コ

ンコ

ース 

北改

札内 
機械室

扉前 
仮眠

室等

諸室 

換気

機械

室 
月 日 時刻 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  ⑨  ⑩  

12 月 9 日～ 
作業前 

 
 

－ － 0.5 未満 － － － － 0.5 未満 －  0.5 未満 

6 か所 
施工業者 
0.5  

 

12 月 12 日 8：30～     負圧装置運転開始  
9：15～10：15 － － 2.5 

(4.0) 
－ － － － 700 

(1,100) 
－ － 港保健所 

1.0 
（0.22） 

 

             
   ～18：00 負圧装置運転停止  
18：00～8：30 負圧装置運転停止期間  

12 月 13 日 8：30～     負圧装置運転開始   
15：10～16：03  － － － － － － － 100 

(110) 
※５ 

－ － 港保健所 
1.0 
（0.22） 

 

15：05～16：05 － － （0.22） － － － － － － －  
   ～15：50 頃  負圧装置運転停止  
16：05～17：05 － － － － － － － 4.0 

(6.5) 
－ － 港保健所 

1.0 
（0.22） 

 

16：10～17：10 － － （0.22 未満） － － － － － － －  
18：30～19：30 － － － (0.5 

未満) 

(0.5 
未満) 

(0.5 
未満) 

(0.5 
未満) 

(0.5 
未満) 

－ － 施工業者 
0.5 

 

12 月 16 日 9：45～10：45 － － （0.22 未満） － － － － － － － 港保健所 
1.0 
（0.22） 

 
9：50～10：50 － － － － － － － （0.22） － －  

12 月 24 日 9：35～10：35 － － （0.22） － － － － － － －  
9：40～10：40 － － － － － － － （0.22 未満） － －  

1 月 9 日 16：10～17：10 － － （0.22 未満） － － － － － － －  
16：20～17：20 － － － － － － － （0.22） － －  

1 月 22 日 
 

13：20～14：20 － － （0.22） － － － － － － －  
13：25～14：25 － － － － － － － （0.22 未満） － －  
14：30～15：30 － 1.0 未満 

（0.67） 
 ― － － － － － － －  

14：40～15：40 1.0 未満 

(0.22 未満) 

－  ― － － － － － － －  

2 月 5 日 13：23～14：23 － － （0.22） － － － － － － －  
13：29～14：29 － － － － － － － （0.22） － －  

2 月 6 日 21：06～23：06
等 

 ― －  ― － － － － － 0.5 未満 

8 か所 
－ 交通局※１ 

0.5 
 

2 月 19 日 13：40～14：40 － － 1.0 未満 

(0.67) 
－ － － － － － － 港保健所 

1.0 
（0.22） 

 

13：50～14：50 － － － － － － － 1.0 未満 

（0.45） 
－ －  

3 月 7 日 21：18～23：18 － － － － － － － 0.5 未満 － － 交通局※２ 
0.5 
 

 
3 月 8 日 2：38～3：38 － － － － － － － － － －  
3 月 11 日 0：54～4：08 等 － 0.5 未満 0.5 未満 － － － 0.5 未満 － － －  
3 月 13 日 18：05～20：05 － － － － － － － 0.5 未満 － －  
3 月 21 日 1：07～4：08 等 － 0.5 未満 0.5 未満 － － － 0.5 未満 － － －  
4 月 16 日 9：55～10：55 － － － － － － － （0.22） － － 港保健所※６ 

0.50 
（0.22） 

 
11：00～12：00 － － 0.50 未満 

（0.45） 
－ － － － － － －  

5 月 20 日 9：26～10：26 － － － － － － － （0.22） － －  
9：24～10：24 － － （0.22未満） － － － － － － －  

6 月 17 日 10：00～11：00 － － － － － － － 0.50 未満 
（0.45） 

－ －  

10：15～11：15 － － （0.22未満） － － － － － － －  
7 月 16 日 9：57～10：57        （0.22）    

10：03～11：03   （0.22）         
7 月 19 日 
 

1：33～3：26 等  0.5 未満 0.5 未満    0.5 未満    交通局※７ 
0.5 

 

8 月 13 日 10：00～11：00        （0.22）   港保健所 
（0.22） 
 

 
9：55～10：55   （0.22未満）         

9 月 19 日 1：18～4：36 等  0.5 未満 0.5 未満    0.5 未満    交通局 
0.5 

 

9 月 19 日 10：23～11：23        （0.22）   港保健所 
（0.22） 

 
10：19～11：19   （0.22）         

 



 資料２９  
 

※第２回 資料２２ を一部修正 
10 月 21 日 10：07～11：07        0.50 未満 

（0.45） 
  港保健所 

0.50 
（0.22） 

 

10：00～11：00   （0.22未満）         
10 月 30 日 0：50～3：52  0.5 未満 0.5 未満    0.5 未満    交通局 

0.5 
 

11 月 21 日 9：37～10：37        （0.22）   港保健所 
（0.22） 

 
9：30～10：30   （0.22）         

（平成 26 年 11 月 27 日現在） 
 

註記： ※１ 2 月 6 日の測定箇所 8 か所は 駅長室、更衣室、仮眠室(1)、仮眠室(2)、倉庫(1)、倉庫(2)、シャワー室、救護室 
※２ 六番町石綿含有吹付け材飛散調査に係る石綿分析他業務調査時の測定結果を示す。 
※３ 負圧装置の稼働時間は、石綿取扱い作業実施記録等による。 
※４ 港保健所の測定結果は、環境科学調査センターの測定報告書による。 
※５ アスベスト繊維数 104 本/Ｌのうち、アモサイト 15 本/Ｌ、クロシドライト 89 本/Ｌ（104⇒100） 
   （67 視野で繊維数が 4741 本 （繊維数が 40 本に達した場合、その視野は最後まで計数）アモサイト 6 本、クロシドライト 4135 本） 
※６ 今年度から港保健所のアスベスト濃度測定の視野数を 150 から 300 に変更したため検出下限値は 0.50 本／Ｌ。 
※７ 風洞（給気ダクト）内のアスベスト飛散調査時の測定結果を示す。 
 
※赤字部分：追記及び修正箇所 


